
様式２ 保証書の様式 

 

保証書 

 

年 月 日 

南知多町長      様 

 

 

[   ]（以下「保証人」という。）は、師崎港観光センター周辺整備運営事業（以下「本

事業」という。）に関連して、事業者が南知多町との間で令和●年●月●日付で締結した

師崎港観光センター周辺整備運営事業事業契約書（以下「事業契約」という。）に基づい

て、事業者が南知多町に対して負担する本保証書第１条の債務を事業者と連帯して保証す

る（以下「本保証」という。）。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書にお

いて特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有す

る。 

 

（保証） 

第１条 保証人は、事業契約第 41 条に基づく事業者の南知多町に対する債務（以下

「主債務」という。）を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の

効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。 

 

（通知債務） 

第２条 南知多町は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容  

に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければ

ならない。本保証の内容は、南知多町による通知の内容に従って、当然に変更

される。 

 

（履行の請求） 

第３条 南知多町は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、南

知多町が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならな

い。 

２ 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、

当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。南知多町及び保証

人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。 

３ 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当

該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債



務の履行を完了しなければならない。 

 

（求償権の行使） 

第４条 保証人は、事業契約に基づく事業者の南知多町に対する債務がすべて履行され

るまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によっ

て権利を行使してはならない。 

 

（終了及び解約） 

第５条 保証人は、本保証を解約することができない。 

  ２ 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当

然に終了する。 

 

（管轄裁判所） 

第６条 本保証に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 

 

（準拠法） 

第７条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これに解釈される。 

 

 

 以上の証として本保証を２部作成し、保証人はこれに署名し、１部を南知多町に差し入

れ、１部を自ら保有する。 

 

 令和 年 月 日 

 

(保証人) 

  所在地 

  商号又は名称 

  代表者名              印 


